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○ 取扱い 

 原則として、ANCA 定性と MPO-ANCA 又は PR3-ANCA との併算定

は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 MPO-ANCA又は PR3-ANCAについては病勢を反映する特異的マーカ

ーであるため、ANCA定性との併算定は過剰であると整理した。 

 


